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論文の内容の要旨

本研究の目的は、我が屈における「健康Jをめぐる言説や語りの形式とそれに対応する出来事、政策、制

度を 1970年代から追うことで、人々のリスクと責任に関する権力関係の編成のされ方を明らかにすること

である。

本研究は、 ミシェル・フーコーの統治性論を理論的基盤として設定し、「健康jを言表として捉え、それ

が編成された言説を 1970年代から分析している。手続きとして、まず、政策的な文言や雑誌記事の特集に

おいて、「健康jを焦点化したテクストや論説を殺り出した。その上で、陪時代の書籍、専門誌、新聞、報

告書等にあたり、出現頻度の高い人物のテクストを中心に追尾し、反復して現れる意味論の形式と、それが

特定の時期に一定の広がり(首肯性)をみせた語りであったことの妥当性を検証しながら、言説的実践を分

析している。

序章 研究の目的と背景では、 2000年代以降の一次予訪(生活習慣病予防)重視の保健事業や、要介護

状態を予紡する「介護予防jの考え方に呼応した大学研究者と地方自治体のタイアップ事業の現場での参与

観察とインタビュー調査をもとに、そこに集う人々が政策や科学で示される「健康jやリスクファクターへ

の関心よりも、共に暮らす家族や知り合いと集まって運動し、国撲することに価値を置いていることを明ら

かにしている。これは、「健康Jに関する政策とそれに関する言説の意味に対する疑問点として位置づけら

れる。

第 I章 先行研究の検討では、まず「健康Jの政策化をめぐって医療化論をはじめとする“権力支配の拡

大・深化"仮説を検討し、これが“医療なるもの"の外延を明確に定義せず、かつ医療費抑制を目指す支配

権力の動向を批判的に捉えられない点を指摘している。また、 f自己責任Jを基調とした健康増進政策に対

して、新自由主義という政治経済的イデオロギーで説明する“ネオリベラリズム"仮説に対しては、市場化

やそれに伴うリスクの偶人化を強調する一方で、公的制度が確立される際の権力編成の詳細を捉えられない

点を批判している。

第 2章 本研究の理論的基盤と分析枠組の提示では、ミシェル・フーコーの統治性論を理論的基盤として

設定している。筆者は、フーコーが集合的な生をめぐるリスクとその責任処理に関する制度や実践の諸領域
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(犯罪防止、公衆衛生、社会保険、統計学など)のことを「安全性のメカニズムjと呼び、生権力の枢要を

占めていることに注目した。そして、統治性論が集合的な生物学的プロセス(人口)を調整する生権力と、

個別の身体への介入である規律とが、循環的かつ歴史的に変化していく関係にあることを重視した。したがっ

て、筆者はフーコーが権力を「他者の行為の可能性を構造化しようとしてなされる実践の諸様式jと定義し

たことを踏まえて、者IJ度や政策に至る「知」の連鎖としての言説的実践(様々な「健康jに関する言表)を

歴史的に追い、分析している。

第3章から第 7章は、分析結果を示している。第 3章では、「健康jの実定性とその意味論をめぐる変容

が示された。出発点となる 1970年代には、 f公害jの頻発など戦後における 5本社会の福祉国家としての問

題点が浮かび上がるが、「健康被害jというコトバが生み出されるのもそうした産業化への反省の中からの

こととされる。情報サービス産業として「健康産業jが登場するも、そこでは「健康ブームJに対する懐疑

的な言説が並存していたことを確認している。すなわち、進展する産業社会化の中で「消費者jが自らの「生

活jを守り、そこで生じた課題を運動論的な回路へとつなげていく言説的な資源として「健康Jを定位させ

ようという努力があったと分析している。

第4章 「問題化Jされる身体では、 1980年代になって「寝たきり jという身体の状態が、高齢化社会に

おいて解決すべきものとして「問題化Jされる過程を分析している。この問題化によって、「寝たきり jは

医療ではなく、福祉が取り組むべき案件として位置づけられたことを明らかにしている。

さらに第 5章 政策化される健康において、「健康jが福祉の民活路線という文脈において、「疾病の存否J

と切り離され、“効率的な主体とその活動の関数"として語られるようになったことを明らかにしている。

特に「高齢者jをめぐって、スポーツをはじめとする身体的活動を盛り込んだ事業やイベントが「生きがしリ

という言表を伴いながら、各省庁の政策提言と施策化において大きく機能したことを明らかにした。

第6章 変転する「健康jの位霊価と“手段論的転回"は、 1990年代に入って「健康jが目的一手段関

係の中に位置づけ直されるようになったことを明らかにしている。すなわち、「質の高い生活J，自立J，自

己実現jなどが「目的jとされる一方で、「健康jが「手段jないし「条件jとして位置づけられ、向時に

多元的な指標化(，健康度jなど)へと向かう様相を示した。その具体的指標としては、機能的な「自立J

を意味する ADL(Activity of Daily Living)自立が重視され、介入の対象として「転倒Jとその予防が浮上し、

産官学の“協働"によってそれを達成しようとする動きへとつながっていくことを明らかにした。すなわち、

「転倒J予妨は、素人に対する専門家の一方的な介入ではなく、自治体や住民が“協働"して取り組むべき

案件として捉えられていくことを解明している。

第7章 保険化する保健では、 2000年代になって公的介護保険制度の創設によって、社会保障制度が大

きく変化したことを明らかにしている。そこでは、「平均寿命Jにかわる新しい集合的な「健康j指標とし

て「健康寿命Jが査場し、 ADLをはじめとする“機能的な望ましさ"を残したまま、あとどの程度の期間

生存できるかの数値化がなされた。ここにおいて、個別的な「健康j指標化は、集合的な「健康度Jの指標

化へと応用されていくのであり、「健康jは一方で平均寿命の延びと f延命jと同期し、他方で「健康寿命j

と望ましい生= ，自立jが同期するという前提で言説化がなされたことを明らかにしている。

すなわち、 1980年代以降、いわゆる「自己決定jを重視する「自立Jという理念は、その人の能力や機

能の如何に関わらず、暮らしの自由が認められてよいとする自己決定権の尊重を譲うものだ、ったにもかかわ

らず、「寝たきり j問題が機能や能力としての「自立jの問題にすり苓わるようになるにつれ「自己決定」

は忘却され、かわりに「自立J= ，健康Jが.“.質の高い生

担減"を同時に可能にするという言説へと編成されていったことを明らかにした。そしてまた、多元的に指

標化された「健康」およびリスクへの予防介入(，介護予防J，メタボリツクシンドロームJ)も、社会保険

制度の取り組みおよび財源を用いて、各“保険者"がその責任において取り組むべきものとして位置づけら
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れていったことが明確になった。

以上の結果から、筆者は、リスクへの予紡的取り組みに応じて負担責任が配分される仕組みが作られる中

で、“保険者"や保険加入者が財政的効率性に貢献すべきマネジメントの主体として導かれるようになって

いることを現在の制度硲立の核心に位置する権力関係だと指摘した。同時にそのことは、「健様であることは、

質の高い生活を送る上での手段ないし条件である。質の高い生活を送る人が増えることは、社会の活力につ

ながるjといった単純な形式を持った言説編成が下支えしてきたと考察している。つまり、「健康Jという

コトパは、「手段jであるがゆえに様々な記号内容が充当される空疎なコトバになっている。そうした運用

上の形式は、 1970年代の産業化への反省的言説としての「健康Jから、 1980年代の功利的主体の肯定的な

表象としての「健康Jを経て、 1990年代以降の手段化・指標化へ、という言説的実践の系譜によって可能

になったと考察される。そうであるが故に、歴史遡及的な言説分析によって、人々のリスクと責任に関する

権力編成において、 f健康Jという言説、制度、そして政策がモザイク状に堆積しながら、「身体の望ましさj

f望ましい生Ji望ましい社会jをめぐって多様な展開がなされてきたと結論づけている。

審査の結果の要旨

以上の内容をもっ学位論文に対し、審査委員は、「健康jをめぐる責任、リス夕、公共政策について、歴

史を遡って、身体をめぐる権力編成のされ方に一定の見解が示されことを評価した。特に、 1970年代以降

の「健康」を焦点化した言説の集積と分析に独自性が認められた。一方で、言説レベルの多様性、人々の日

常生活の現実的な実践との関わり、さらに健康政策立案の背景なとマへの自配りについては、今後の課題とし

て認識すべきものとの批評が示された。

平成 25年 2月 12B、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求め、

関連事項について質疑応答を行い、学力の確認を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。

よって、筆者は博士(体育科学)の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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